
まちからのお知らせ、生活に関する制度について

悪徳商法等の消費者トラブルは…？

保健 保健福祉課からのお知らせ保健福祉課からのお知らせ 保健福祉課　国民健康保険係
☎476-1111（135）

問

　１年に１回は健診を受け、自分の健康状態を知り、生活習慣を見直す機会に
しましょう。

◆『国民健康保険』のいろは！

大崎町の医療費

区　　　　分 診　療　年　月 一般被保険者分 退職被保険者分 全被保険者分

一人当たり
医　療　費

平成 25年  ７月 30,249 円 38,478 円 30,658 円
平成 24年  ７月 30,947 円 27,456 円 30,750 円

区　　　　分 診　療　年　月
国民健康保険

一　　般　　分 退　職　者　分 合　　　　　計

被保険者数
平成 25年  ７月 4,446 人 233 人 4,679 人
平成 24年  ７月 4,591 人 274 人 4,865 人

医療費総額
平成 25年  ７月 134,485,278 円 8,965,433 円 143,450,711 円
平成 24年  ７月 142,077,823 円 7,522,872 円 149,600,695 円

【対象】　40歳～74歳までの国保の方

【健診内容】 身体計測・腹囲測定・血圧測定・血液検査・検尿・問診・診察・心電図（通院ミニは除
く）・眼底検査（医師から必要と判断された方）

【料金】 　無料

【持参品】 受診券（５月に送付済み）・保険証・通院ミニ健診票（通院ミニ健診の方のみ）
※ 受診券、通院ミニ健診票がない方については役場保健福祉課国民健康保険係で発行い
たします。

特定健診を受けるには、５つの方法があります。

①集団健診
　保健センター等の会場で、健診を受けられます。
②医療機関健診（※事前に予約が必要です。）
　町内の５つの医療機関または、曽於市、志布志市の医療機関において個別に健診を受けられます。
　（実施期間：平成26年２月28日まで）
③通院ミニ健診（通院中の方）
　 生活習慣病（高血圧疾患・糖尿病・心臓病など）等で通院し、定期的に検査を受けている方は、通院
している医療機関（鹿児島県内のみ　※鹿児島大学病院を除く）で、特定健診の項目のうち不足して
いる項目を追加して検査します。（実施期間：平成26年２月28日まで）
④職場健診　⑤人間ドック
　 平成25年４月以降、職場健診・人間ドックを受けた方は、特定健診を受けたものとみなされます。た
だし、ご本人から直接役場へ『検査結果』を報告していただく必要があります。また、人間ドックを
受診された方は、国民健康保険から２万円の助成が受けられます。
　（※手続きに必要なもの：領収書、世帯主の通帳、印鑑、検査結果）

その９　～健診をまだ受けられていない方へ～
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